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広報伊丹■２０２２（令和４）年６月１５日 第１４７２号（２）

市
内
２
団
体
・
４
個
人

つ
つ
じ
賞
受
賞
者
を
決
定

６
月
３
日
、
市
の
善
行
賞
「
つ
つ

じ
賞
」
を
２
団
体
・
４
個
人
が
受
賞

さ
れ
ま
し
た
（
敬
称
略
。
５０
音
順
）。

【
団
体
】
▽
伊
丹
Ｍ
Ｏ
Ａ
健
康
生

活
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
つ
き
の
会
$
料

理
教
室
や
抹
茶
サ
ロ
ン
、
高
齢
者
福

祉
施
設
で
茶
の
湯
な
ど
の
活
動
を
通

じ
、
食
育
や
高
齢
者
福
祉
、
地
域
福

祉
の
向
上
に
貢
献
▽
和
太
鼓
う
た
し

太
鼓
$
児
童
へ
太
鼓
遊
び
の
指
導

や
、
高
齢
者
福
祉
施
設
で
和
太
鼓
演

奏
な
ど
を
通
じ
、
高
齢
者
福
祉
、
青

少
年
の
健
全
育
成
、
地
域
福
祉
の
向

上
に
貢
献
。

【
個
人
】
▽
秋
山
和
子
$
民
生
委

員
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
す
る
と

と
も
に
、
地
域
交
流
カ
フ
ェ
「
陽
だ

ま
り
」
代
表
を
務
め
、
地
域
住
民
の

居
場
所
づ
く
り
に
寄
与
す
る

な
ど
地
域
福
祉
の
向
上
に
貢

献
▽
野
田
と
も
み
$
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
勤
務

時
、
高
齢
の
常
連
客
の
来
店

が
な
い
こ
と
で
、
安
否
確
認

の
必
要
性
を
感
じ
、
関
係
者

を
通
じ
て
市
役
所
へ
連
絡
。

自
宅
で
発
見
さ
れ
た
際
は
、

意
識
不
明
の
状
態
で
あ
っ
た

が
一
命
を
取
り
留
め
る
こ
と

が
で
き
、
人
命
救
助
に
大
き

く
貢
献
▽
平
野
信
次
$
高
齢

者
施
設
や
地
域
イ
ベ
ン
ト
で

の
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
活
動
や

市
少
年
補
導
委
員
連
合
会
に

所
属
し
て
青
少
年
の
健
全
育
成
活
動

を
行
う
な
ど
、
幅
広
い
層
へ
の
福
祉

の
向
上
に
貢
献
▽
福
田
美
智
子
$
高

齢
者
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
友

愛
電
話
訪
問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

や
、
点
字
同
好
会
に
所
属
し
て
視
覚

障
害
者
の
社
会
参
加
に
尽
力
す
る
な

ど
高
齢
者
福
祉
や
障
害
者
福
祉
の
向

上
に
貢
献
。

◆
男
女
共
同
参
画
週
間
パ
ネ
ル
展
を

開
催

市
は
、
６
月
２３
〜
２９
日
の
男

女
共
同
参
画
週
間
に
合
わ
せ
、
男
女

共
同
参
画
啓
発
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し

ま
す
。
今
年
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

は
「
あ
な
た
ら
し
い
を
築
く
、
あ
た

ら
し
い
社
会
へ
」
で
す
。

日
程
と
会
場
は
次
の
通
り
。

▽
６
月
２３
〜
２９
日
$
こ
こ
い
ろ
、

イ
オ
ン
モ
ー
ル
伊
丹
（
藤
ノ
木
１
）

１
階
▽
７
月
１
〜
６
日
$
ラ
ス
タ
ホ

ー
ル
▽
７
月
８
〜
１３
日
$
き
ら
ら
ホ

ー
ル
。

無
料
。

問
市
男
女
共
同
参
画
課
!

７８４
・
８

１
４
６
。
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市
は
、
市
営

住
宅
の
入
居
者

を
次
の
通
り
募

集
し
ま
す
。

【
戸
数
】
１５

戸
。【

間
取
り
】

２
Ｋ
〜
４
Ｄ

Ｋ
。【

応
募
要
件
】

現
在
、
住
宅
に

困
り
次
の
全
て

に
該
当
す
る
人

（
申
し
込
み
は

１

世

帯

１

戸
）。▽

現
に
同
居

し
て
い
る
か
同

居
し
よ
う
と
し
て
い
る
親
族
が
あ

り
、
そ
の
家
族
構
成
が
夫
婦
（
内
縁

関
係
・
婚
約
者
含
む
）
か
親
子
を
主

体
と
し
て
い
る
▽
申
込
者
本
人
が
市

内
在
住
か
在
勤
▽
住
民
基
本
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
▽
※
政
令
月
収
額

が
１５
万
８
千
円
以
下
（
一
部
住
宅
は

１１
万
４
千
円
以
下
）
、
障
が
い
者
な

ど
の
世
帯
は
２１
万
４
千
円
以
下
（
一

部
住
宅
は
１３
万
９
千
円
以
下
）
▽
円

満
な
共
同
生
活
を
営
め
る
▽
暴
力
団

員
で
な
い
。

市
営
住
宅
や
市
内
の
県
営
住
宅

（
借
り
上
げ
除
く
）
入
居
者
は
申
し

込
み
不
可
。
一
部
住
宅
で
は
単
身
世

帯
（
満
６０
歳
以
上
や
障
が
い
者
な
ど

要
件
あ
り
）
の
申
し
込
み
可
。

募
集
案
内
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

&
６
月
１５
〜
２８
日
に
上
下
水
道
局

３
階
の
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
や

市
役
所
５
階
の
住
宅
政
策
課
、
各
支

所
・
分
室
、
く
ら
し
の
プ
ラ
ザ
、「
ふ

ら
っ
と
」
人
権
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す

る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

〒
６６４
・
０
８
８
１
昆
陽
１
―
１
―
２

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
（
!

７８４
・

８
０
６
１
）
へ
。
応
募
多
数
の
場
合

は
抽
選
。

※
政
令
月
収
額
と
は
、
入
居
し
よ

う
と
し
て
い
る
家
族
全
員
の
所
得
か

ら
扶
養
控
除
額
な
ど
を
差
し
引
い
た

後
の
額
を
１２
で
割
っ
た
額
。

◎
伊
丹
鴻
池
住
宅
入
居
者
を
募
集

市
は
、
伊
丹
鴻
池
住
宅
（
鴻
池
１
）

の
入
居
者
を
次
の
通
り
募
集
し
て
い

ま
す
。

【
戸
数
】
数
戸
（
築
４８
〜
５０
年
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
無
し
）。

【
家
賃
】
月
額
３
万
５
千
３００
〜
４

万
１
千
４００
円
（
共
益
費
別
）。

【
間
取
り
】
３
Ｄ
Ｋ
（
４５
・
５２
平

方
㍍
）。

【
応
募
要
件
】
次
の
全
て
に
該
当

す
る
人
。

▽
単
身
か
同
居
す
る
親
族
が
あ
る

▽
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
▽
円
満
な
共
同
生
活
を
営
め
る
▽

月
収
（
税
引
き
前
の
総
支
給
額
）
は

家
賃
の
４
倍
以
上
あ
る
▽
市
が
定
め

る
一
定
条
件
を
満
た
す
連
帯
保
証
人

が
い
る
▽
暴
力
団
員
で
な
い
―
―
な

ど
。入

居
可
能
時
期
は
住
戸
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

&
市
住
宅
政
策
課
!

７８４
・
８
０
６

９
へ
。
先
着
順
。

◆
金
婚
夫
婦
を
募
集

市
は
、
今
年

結
婚
５０
年
を
迎
え
る
夫
婦
を
募
集
し

ま
す
。

対
象
は
昭
和
４７
年
に
結
婚
し
た

か
、
４６
年
以
前
に
結
婚
し
、
今
ま
で

市
か
ら
お
祝
い
を
受
け
て
い
な
い
夫

婦
。
結
婚
年
月
日
は
実
際
に
結
婚
し

た
日
と
し
、
戸
籍
上
と
一
致
し
な
く

て
も
構
い
ま
せ
ん
。
応
募
者
に
は
秋

ご
ろ
、
お
祝
い
状
を
自
宅
へ
配
送
予

定
。&

７
月
２５
日
ま
で
に
本
人
か
家
族

が
電
話
で
市
地
域
・
高
年
福
祉
課
!

７８４
・
８
０
９
９
へ
。

６月１５～２８日受け付け

市営住宅入居者を募集

伊
丹
広
２
面

０
６
１
５
０
２

井
❶
尚
❷
井
❸
井
❹
井
❺
井
❻
尚
❼
岡

つつじ賞表彰式＝６月３日市役所で

子育て世帯・非課税世帯な
ど

特別給付金を支給

市
は
、
１
世
帯
当
た
り
１０
万
円
の

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時
特
別
給

付
金
と
低
所
得
者
の
子
育
て
世
帯
に

対
し
、
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
５
万

円
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。
支
給
対
象
は

次
の
通
り
。

【
非
課
税
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付

金
】
▽
世
帯
全
員
の
前
年
度
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
▽
世
帯
全
員
の

今
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

▽
①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
、
１
月
以
降
の
家
計

が
急
変
し
、
非
課
税
世
帯
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
―
―
世

帯
で
、
い
ず
れ
か
１
つ
に
該
当
す
る

世
帯
。

①
は
申
請
が
必
要
で
す
。
既
に
同

給
付
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人
は
、

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）
】

▽
②
４
月
分
以
降
の
児
童
手
当
か
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
で
、
今

年
度
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
▽
③

３
月
３１
日
時
点
で
１８
歳
未
満
の
子
を

養
育
す
る
今
年
度
住
民
税
均
等
割
が

非
課
税
▽
④
１８
歳
ま
で
の
児
童
を
養

育
す
る
人
で
同
感
染
症
の
影
響
を
受

け
、
１
月
以
降
の
家
計
が
急
変
し
、

非
課
税
の
人
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

―
―
人
。

②
は
支
給
前
に
通
知
書
を
郵
送
し

ま
す
。
③
④
は
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
読
み
取
り

可
）
で
確
認
を
。

&
①
９
月
３０
日
ま
で
③
④
６
月
２０

日
か
ら
来
年
２
月
２８
日
ま
で
に
必
要

書
類
を
直
接
、
市
旧
博
物
館
１
階
に

持
参
か
郵
送
（
消
印
有
効
）
で
〒
６６４

・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
臨
時
特
別

給
付
金
等
事
業
推
進
班
（
!

７６４
・
５

５
３
７
）
へ
。

◆
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の
申
請

期
限
延
長

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の

初
回
と
２
回
目
の
申
請
期
限
を
８
月

３１
日
に
延
長
し
ま
す
。
対
象
者
に
は

市
か
ら
案
内
文
を
送
付
し
て
い
ま

す
。給

付
金
の
対
象
に
関
わ
ら
ず
、
生

活
に
困
っ
た
場
合
は
相
談
を
。

▽
受
給
要
件
$
求
職
活
動
を
行
っ

て
い
る
か
、
生
活
保
護
を
申
請
し
て

お
り
、
世
帯
全
体
の
月
額
収
入
や
金

融
資
産
の
額
が
所
定
の
金
額
以
下
▽

支
給
金
額
$
単
身
世
帯
６
万
円
、
２

人
世
帯
８
万
円
、
３
人
以
上
世
帯
１０

万
円
。

&
８
月
３１
日
ま
で
に
必
要
書
類
を

郵
送
（
消
印
有
効
）
で
〒
６６４
・
８
５

０
３
伊
丹
市
役
所
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

金
受
付
窓
口
担
当
へ
。

問
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
!

７６４
・

５
４
５
５
、
市
く
ら
し
・
相
談
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
!

７８０
・
４
３
４
４
、

市
生
活
支
援
課
!

７８２
・
８
６
０
５
。

◆S
T
O
P

コ
ロ
ナ
差
別
！S

T
O
P

人
権
侵
害
！

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
感
染
し
た
人
や
そ
の
家ひ

族
、
医
療
従
事
者
な
ど
に
対
す
る
誹

ぼ
う謗
中
傷
な
ど
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。ま

た
疾
患
な
ど
が
原
因
で
マ
ス
ク

を
着
用
で
き
な
い
人
も
い
ま
す
。
偏

見
や
差
別
的
な
言
動
は
や
め
ま
し
ょ

う
。ワ

ク
チ
ン
の
接
種
は
強
制
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
本
人
の
意
思
に
基
づ
き

接
種
を
受
け
る
も
の
で
す
。
持
病
や

ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
に
よ
り
接
種
し
な

い
人
も
い
ま
す
。
接
種
の
強
制
や
未

接
種
の
人
へ
の
差
別
・
誹
謗
中
傷
な

ど
不
利
益
な
取
り
扱
い
と
な
る
言
動

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
市
同
和
・
人
権
・
平
和
課
!

７８４

・
８
０
７
７
。

マイナンバーカード出張窓口な
ど

■マイナンバー出張窓口
マイナンバーカードの出張窓口を次の通り開設しま

す。無料で写真撮影あり。
【日時・会場】▷６月２２日㈬・２３日㈭＝南分室▷６月３０
日㈭・７月１日㈮＝きららホール。いずれも午前１０時～
午後４時半
【内容】同カードの▷申請▷交付受け付け（受け取りは
後日郵送）
【定員】各５０人。
!各開催日の５日前までに市市民課マイナンバー担当
へ（申請は当日直接も可）。先着順。
■マイナンバー窓口休日開庁
休日にマイナンバーカードの申請・交付、マイナポイ
ントの相談などができる窓口を次の通り開設します。
▷日時＝６月２６日、７月１０・３１日の日曜午前９時～午
後３時▷会場＝市役所１階の市民課１番窓口。
■マイナポイント第２弾
!①マイナンバーカードを新規取得した人＝最大５千
円相当!②健康保険証として利用登録を行った人＝７千
５００円相当!③公金受取口座の登録を行った人＝７千５００
円相当――のポイント付与（①は、６月２６～２９日は市役
所でマイナポイントの手続き不可）。②③は、６月３０日
からポイント申し込み開始予定。

市市民課マイナンバー担当
!７８４－８１２１

この広報紙は９万１５００部作成し、印刷経費は１部あたり６円です（内訳：市負担分４円・広告収入分２円）


